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4-2 基本設計概要説明調査 
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ペルー共和国「チャビン国立博物館建設計画」 

基本設計概要説明調査に係る協議議事録 

(抄訳) 

 

 

2005年11月、独立行政法人国際協力機構（以下“JICA”と記す）は「チャビン国立博物館建設計画」

（以下“プロジェクト”と記す）に係る基本設計調査団をペルー共和国（以下“ペルー国”と記す）

に派遣し、文化庁との協議、現地調査、及び調査結果の日本での技術的解析を経て、基本設計概要書

を取りまとめた。 

概要書の内容についてペルー国政府関係者に説明し、意見を聴取することを目的として、JICAはペ

ルー国にJICAペルー事務所 小澤正司次長を団長とする概要説明調査団（以下“調査団”と記す）を派

遣し、調査団は2006年2月26日から3月8日まで同国に滞在する。 

協議の結果、双方は付属書に記す主要事項について確認した。 

       

       

             

                                            2006 年3月7日 リマにて 

 

 

 

 

                                        
小澤 正司 Dr. Luis Guillermo LUMBRERAS                     
独立行政法人国際協力機構 ペルー共和国 
基本設計概要説明調査団団長 文化庁長官 
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付属書 

 

1. 概要書の内容 

ペルー側は調査団より説明された概要書の内容につき、基本的に了承し、受け入れた。 

別添 1 に示す変更がペルー側より要請され、基本設計調査報告書に反映される予定である。 

プロジェクトに関する最終的な決定は基本設計調査結果の解析に基づき、日本国政府により行わ

れる。 

2. 日本の無償資金協力制度について 

ペルー側は 2005 年 11 月 3 日に双方で署名された協議議事録の別添 4 及び別添 5 に記載され、調

査団より説明された日本の無償資金協力スキーム及びペルー国政府の負担項目について了解した。 

3. 調査のスケジュール 

JICA は確認された項目に基づき最終報告書を完成させ、2006 年 4 月末までにペルー国政府に送付

する。 

4. 特記事項 

4.1. 双方は別添2に記載されたプロジェクトのスケジュールについて合意した。ペルー側は別添に記

載された手続きの各々を執り行う。 

4.2. チャビン国立博物館（以下“博物館”と記す）の展示に関し； 

4.2.1. ペルー側は展示機材を調達するために必要な手続きを行い、建設工事完了後可能な限り速

やかに設営を行う。 

4.2.2. ペルー側は博物館のために調達を計画する展示機材のリストを準備し、3月末までにJICA

ペルー事務所へ提出する。 

4.2.3. ペルー側は同様に展示内容（展示物、模型、マルチメディア素材、説明プレート等）を準

備、確保し、建設工事完了後可能な限り速やかに設営を行う。 

4.3. ペルー側はプロジェクトのスケジュールに従い、以下に示す項目について必要な措置をとること

を了解した。 

①  国家公共投資制度法に基づく必要な手続きを実施し、2006 年 6 月中旬までに実行可能性調査

の承認を得る。 

②  プロジェクトに係る交換公文締結後 3 ヶ月以内に現在建設予定地に存在する建物及び歩行路

の取り壊し、撤去を実施し、整地を行う。 

③  博物館建設の開始までにペルー国の法制度の下で博物館建設に必要となる建設許可及びその

他許認可の手続きを行う。 
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④  博物館建設の完了 1 ヶ月前までに博物館の運営に必要なインフラ（電気、電話、給排水）を

設置する。 

⑤  ペルー国内で本プロジェクトに関係する日本の業者にかかる付加価値税を免除し、プロジェ

クトの下で調達される物品及びサービスに係る同税の還付ができるかぎり早急に行われるよ

う処理する。 

⑥  博物館の開館までに駐車場の整備、植栽工事の実施を行う。 

4.4. 日本側はSNIPによるプロジェクト実行可能性の承認が日本国の閣議決定の条件となることを説

明した。 
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別添１ 

基本設計調査報告書に反映されるべき変更項目 

 
1) 見学者のよりスムースな通行のため、常設展示室の第一スロープの形状を直線から U 字型と

する。  

2) 屋外展示を見せるために、ライトコートの南側壁面に窓を増設する。 

3) 大型遺物搬入時の取り回しを安全かつ容易にするため、収蔵展示室裏の搬入路を展示室と一

体の空間とする。 

4) セキュリティーを確保するため、収蔵展示室への搬入扉を取りやめる。 

5) 以下の内容に従い、サービス関係諸室のレイアウトを再構成する。 

▪ コントロール室をより広い範囲の監視が可能な位置に変更する。 

▪ 休憩スペースは将来臨時展示室増設時の出入り口設置を考慮し、東側に移動する。 

▪ 上記に伴い、諸室の配置を調整する。 

 

（変更図） 
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